
令和元年台風第15号又は台風第19号等に係る介護保険の
第一号保険料の減免への特別調整交付金による財政支援について（概要）

＜補助対象＞

○ 以下の要件を満たす介護保険の第一号保険料へ減免を行った保険者に対して、特別調整交付金により財政支援を行うこととする。

※条例に基づいて行うものである必要がある。

＜補助割合＞
○ 減免額の１０／１０を支援することを検討中。（7月豪雨の際も同様の対応を行っている）

＜対象保険者＞
○ 災害救助法が適用された全市町村
＜期間＞
○ この取扱いは、令和元年度までとする。

1

今回の取扱い 原則

補助対象

・住宅の損害 損害金額及び所得要件無し
（損害程度） （減免割合）
全壊 ⇒ 全部
半壊・大規模半壊 ⇒ ２分の１
床上浸水 ⇒ ２分の１を超えない額

損害金額及び所得要件あり
※損害の程度及び対象の被保険者等の
基準所得金額（合計所得金額200万
円）で軽減割合が異なる。

・主たる生計維持者が
①死亡・行方不明の場合 ○ ○

②障害者となった場合 ○ ○
※軽減割合は9/10

③重篤な傷病を負った場合 ○ ×

・事業収入等の減少 ・損失金額3/10以上
・事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入が対象
※対象の被保険者の基準所得金額（合計所得金額200
万円）で軽減割合が異なる。（一部要件緩和）

・損失金額3/10以上
・事業収入が対象
※対象の被保険者の基準所得金額（合計所
得金額200万円）で軽減割合が異なる。

財政負担の要件 無し
（３％未満でも可）

保険料賦課額の３％以上
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